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   　　　　   役職員一同
日本行政書士政治連盟
滋賀県支部
   支 部 長  江南　久詞
   　 　 　  役職員一同

年金問題解決機関と行政テラス年金問題解決機関と行政テラス
盛武　　隆盛武　　隆滋賀県行政書士会　会長滋賀県行政書士会　会長

年金問題解決機関と行政テラス
盛武　　隆滋賀県行政書士会　会長建設宅建部会の業務相談会

各 部 長 就 任 挨 拶各 部 長 就 任 挨 拶 １年が過ぎて年が過ぎて

夏 期 休 暇 の お 知 ら せ

大津支部からのお知らせ

　

７月７日（土）広報部編集会議
　 （於）事務局 ６名出席
　  企画部会
　 （於）事務局会議室 ７名出席
　  法務部会
　 （於）事務局会議室 ５名出席
　  第２回山下英利推薦団体会議
　 （於）大津プリンスホテル ３名出席
７月１０日（火）参議院議員山下英利、伊吹議員との懇談会
 （於）大津市　アヤハレークサイドホテル ９名出席
  行政評価事務所主催「行政なんでも相談所」
　 （於）大津市　瀬田アルプラザ 山口副会長出席
７月１１日（水）行政評価事務所主催「行政なんでも相談所」
　 （於）東近江市　ショッピングプラザアピア

 ３名出席
７月１３日（金）行政評価事務所主催「総務省第三者委員会」
　 （於）ピアザ淡海 盛武会長出席
７月１４日（土）業務推進部会
　 （於）事務局会議室 ７名出席
７月１８日（水）日行連　理事会
　～１９日（木）（於）東京都　行政書士会館

盛武会長・中村理事出席
７月１９日（木）日政連幹事会
　 （於）東京都　行政書士会館　地下講堂 
  　江南幹事長出席
７月２０日（金）「平成１９年度行政書士試験に係る説明会」
　 （於）東京都　八重洲冨士屋ホテル 

盛武会長、鈴木試験場責任者、田中事務局長出席
７月２２日（日）第３回山下英利推薦団体会議 ５名出席
７月２５日（水）行政評価事務所主催「行政なんでも相談所」
 （於）彦根市　アルプラザ
  日政連県支部打ち合わせ会
 （於）事務局会議室 江南支部長、鈴木幹事長出席
７月２６日（木）第２回山下英利推薦団体会議
 （於）大津市　滋賀ビル９Ｆかすが 江南支部長出席
  近畿地方協議会ＡＤＲ研修会
　 （於）大阪府行政書士会館

井上（超）企画部長、林企画部員出席
７月２７日（金）滋賀自由業団体連絡協議会
　 （於）事務局会議室・琵琶湖ホテル ２名出席
   近畿地方協議会「ＨＰ担当者会議」
 （於）大阪府行政書士会館

井上（超）企画部長、田附企画部員出席

　前期から継続して、広報部員を拝命いたしましたが、そ
の業務の幅広さ、奥深さを今更ながら再認識しています。
　業務のひとつである、「会報の編集及び発行」は、
掲載内容の決定から校正作業完了に至るまで、様々な
面で細心の注意を払わなければなりません。
　酷暑と、広報部の業務と、日常の業務に汗をかきど
おしです。
　「あっ、そうか、広報部は発刊（発汗）も仕事なん
だ。」などと、だじゃれを考えたりしながら、文章と
汗をかき続けたいと思います。
　おあとがよろしいようで・・・。 （古川　　諭）

　

　
本会事務局では8月13日（月）、14日（火）、15日（水）を夏
期休暇とさせていただきますので、ご了承をお願いします。
　

　建設宅建部会では、毎月第２火曜日に行っておりまし
た業務相談会を、皆さんが業務上お持ちの疑問をよりタ
イムリーにご相談頂けるよう、本年度は第５火曜日を除
く毎週火曜日の月４回とすることに致しました。
　ご相談・ご質問等がありましたら、下記の通り受け付
けますので、日頃の業務にお役立て下さい。

記

　日　　時：毎週火曜日（第５火曜日を除く）午後２時より
　場　　所：事務局にて（ご希望により変更可）
　受付方法：事務局に４日前（金曜日）までにお申し込み

下さい。

　

　この度、下記の要領で大津支部主催の懇親会（日帰り
旅行）を企画させて頂きました。
「郡上八幡の町並み散策とアクア・トトぎふ」の旅です。
　他支部からのご参加も大歓迎です。皆様こぞってご参
加いただけますよう、お願いいたします。
日　時　平成１９年９月８日（土）８：００～１８：２０（予定）
参加費　１０，０００円
※大津支部会員には参加費の一部補助を予定しております。
申込先　懇親旅行担当　古川　諭
　　　　TEL・FAX　０７７－５２４－２８５５
　　　　携帯電話　　０９０－１７１３－８２５２
　　　　E-mail daimon-seikou@lapis.plala.or.jp
締　切　平成１９年８月２４日（金）
※電話は、お問い合わせのみとさせていただきます。
　お申し込みは、ファックスかＥメールでお願いいたします。

　さる７月１２日、　総務大臣から「年金記録確認滋賀地
方第三者委員会委員」の任命を受けたが、この機会に、
年金問題への対応を足がかりとして、国民が直面する諸
問題の解決手段について、司法、行政及び行政書士等資
格者が果たす役割と、国民の利便に資するための行政書
士制度をいかに構築すべきか、私論を述べてみたい。

１．司法的社会問題
　司法分野の社会問題の解決機関としては、民事・刑事
を問わず、「法による紛争」の解決のための総合的な支
援を行う機関として「法テラス」が全国に設置され、国、
地方公共団体、日弁連、滋賀会等の隣接法律専門職団体、
ＡＤＲを行う者、その他の団体等が連繋して、国民の相
談に対応している。そして司法書士等の隣接法律専門職
団体が認定資格等を付与され、紛争や裁判に関する代理
を行ない、ＡＤＲセンター設置の展開を図り先行してき
た。しかしこの数年間は行政書士だけが取り残され、そ
の責務を十分に果たしていない状況にある。この資格者
間格差を是正するには、研修受講者への主務大臣認定資
格付与、認定資格者が扱う業務範囲の特化等に関して他
資格者と横並びの法改正が早急に必要である。

２．行政的社会問題
　行政分野の社会問題の解決機関としては、行政書士は
行政手続・くらしの相談の事業を通じて、行政と民間と
の「行政手続紛争」の諸問題を解決する機関として多年
にわたり機能してきた。その一方で行政相談委員法によ
り委嘱され、総務大臣に国民の声を直接意見具申出来る
行政相談委員が国民に対応している。
　この行政相談委員と行政書士の間にある権能の違いを解
決するには、行政書士に行政相談員の資格付与を促進する
とともに、行政書士会による「行政テラス」の設置を提唱
すべきである。既にＳＮＳの最大ネットであるＭＩＸＩに
は行政書士による「行政テラス」というコミュニティーが
運営されている。その視点からすれば、今回設置された年
金記録確認第三者委員会（以下委員会という。）の機能は
まさに「行政テラス」であり、行政書士が委員として登用
されるよう日行連の戦略的組織対応が必要であった。

３．年金問題の展開と意義
　年金問題を時系列に並べると、本年５月２５日、社会保険
庁が年金記録への新対応策パッケージを発表。５月３０日、
安倍総理は党首討論で第三者機関をつくる考えを示した。

６月４日、柳澤厚生労働大臣が年金記録の管理・事務処
理に関してその経緯、原因、責任等の検証は「検証委員
会」で行うとしたが、日行連の反応はなかった。
　６月１９日、「委員会令」が閣議決定され、委員は非常勤
の国家公務員とし、専門性及び識見の高い法曹関係者、学
識経験者、年金実務に精通した者（社会保険労務士、税理士、
市町村住民行政関係者等）、その他の有識者等から任命す
ることとし、委員会と検証委員会を設置するとした。
　これらの委員会は、前例、先例、法律にとらわれるこ
となく、民間人の委員が国民の声を直接聞いて行政に対
応させるという機能面で画期的であり、国民救済委員会
とも言うべきである。まさに「法テラス」と対比する、
行政と国民の紛争解決の機関とも言うべき同委員会が「行
政テラス」の実証機関となったのであり、それゆえに行
政書士の活躍に期待が持たれたのである。

４．組織の機能的限界
　ときあたかも日行連総会の当日に、三重会が地方行政
評価事務所との協議により行政書士の参画の道を開いた
ことから、滋賀会会長としても直ちに対応したが、日行
連による全国展開は作用せず、独自に対応した神奈川、
石川、富山、三重、滋賀の５単位会の参加に止まった。
中央委員会への行政書士の登用についても議員を通じて
総務省に要望したが、既に行政書士は選択肢から漏れて
いたのであった。ここにおいて日行連の情報に対する機
動的な組織的対応の重要性が認識されることとなった。

５．国民の声を反映させる
　我が国には行政に対する監視機能として、総務省の政策
評価・行政評価・行政監視、国や政府関係機関の決算・補助金
等の検査を行う会計検査院がある。補助金等の確定検査の
外部委託で行政書士の受託が実現した官業の民間開放化な
ども行政機関の業務最適化に寄与している。
　しかしいずれも行政が行政を監視するものであり、特に
行政怠慢とも言うべき年金問題に関しては、仲間意識が作
用し監視機能が作用していなかったと言うべきであろう。
　年金問題に関する国民と行政との紛争解決機関として
「委員会」、「検証委員会」・「監視委員会」が設置さ
れたことにより、役人の行政行為を民間人が検証し、責
任を取らせ、行政施策を是正させ、加えて委員会の斡旋
案を行政サイドが飲まざるを得ないように位置づけたこ
とに各委員会の意義があると考える。行政書士が活躍す
る土壌が出来たひとつの事例と考えるべきである。

行政書士登録をしてからもう１年が過ぎました。時の
経つ早さに驚くと同時に、登録手続きを悩みながらして
いたことが、随分昔のようにも思えます。

事務的な仕事をした経験が全くない自分にとってこの
１年は、何をしても要領が悪く、また知らないことばか
りで、基本的なことから一つ一つ理解していかなければ
ならないそんな大変な、でも充実した１年でした。

そんな中、行政書士の仕事について最近、何事も根拠
を知ることが大事だなと実感しています。

例えば許可申請の場合などは数多くの添付書類を求め
られますが、ただそれだけを揃えればいいというもので
はなく、その書類が必要な理由、確認しなければならな
いところなど、その書類が求められている根拠を解って
いなければいろいろな状況に対応できないということです。
やはり根拠を知って作成する書類と知らずに作成する書
類とでは、差が大きいと思います。

また、現状のことだけではなく、後のこと等、いろい
ろなことを考慮しなければならないということも感じます。
今までは、頭で考えるより先に行動して、後から困って
しまうことが多かったのですが、これからは後のために
今どうしたらいいのかを考えられるよう行動できればと
思います。

行政書士として２年目を迎え、やらなければならない
ことが沢山見えてきた今、それに向かって努力すること
を忘れず、自分自身を向上させたいと思います。　

（次回は大津支部の川辺　惠子さんです）

＊ ＊ ＊ 総 　 務 　 部　 ＊ ＊ ＊

　今年度、総務部長を担当させていただく事になりまし
たが、三十年近く行政書士会に在籍していながら執行部
のことは何も知らないまま、いえ知ろうともせず過ごし
ていましたから、突然の指名でサァー大変、何をどうす
ればいいのかと大慌てです。

　幸い、会長、副会長、事務局職員さん、それに強力な
部員さんに全面依存してのスタートです。
　今年度の主な事業は、次のとおりです。

　１．平成１９年度新規登録会員オリエンテーションの開催
日時：平成１９年９月１日（土）
場所：滋賀会館文化実習教室
終了後懇親会（浜大津あたか飯店）

　２．常設くらしの無料相談所開設
毎月第１木曜日・第３土曜日
場所：事務局会議室
前年度同様、各市町の公共施設にポスターを配布、
掲示してもらう。

　３．暴力団排除対策協議会結成総会の開催
詳細については、久米清美相談役と検討中

　４．滋賀自由業団体連絡協議会無料相談会の開催
今年度は当番に当たっている為、各団体（司法書
士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・
公証人）と相談のうえ１１月に開催予定

　５．１０月の広報月間の取組みについて
購読数最大の新聞に昨年同様広告を出し、県行政
書士会をＰＲする。

　
　いずれも、会員のご協力をなくしては、出来得ません。
　ご協力よろしくお願い致します。（総務部長　炭本　淳子）

＊ ＊ ＊ 企 　 画 　 部　＊ ＊ ＊

　この度、企画部長を拝命いたしました大津支部の井上超
由と申します。これまで、滋賀県行政書士会で、６年間
ではありますが、いろいろと会務に携わらせていただき
ましたが、部の責任者をさせていただくのは初めてのこ
とになります。果たして私のような者に責任者が務まる
かと考えましたが、とにかく一生懸命務めさせていただ
きたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。

　さて、今年度の企画部の取り組みといたしまして、ま
ず７月７日に第１回企画部会を開催し、今年度の事業計
画の確認をしました。今年度事業として、会のホームペ
ージの充実化と管理運営、ＩＴ化・ＡＤＲ・法テラスへ
の対応及び行政書士業務の開発研修等があります。

　今後これらの事業につきまして、ＩＴ分野の研修や、新規

分野の業務研修の実施なども検討しておりますので、ご案
内させていただいた際には、会員の皆様の積極的なご参加
をよろしくお願いいたします。 （企画部長　井上　超由）

＊ ＊ ＊ 監 　 察 　 部　 ＊ ＊ ＊

　この度、監察部長の任を受けましたが、何分浅学菲才
でありますので皆様のお力を頂きながらやって行きたい
と確信しております。

　世情を見ると様々な事件が毎日のように新聞・テレビ
等を通じて報道されております。その中に牛肉偽造を代
表する食物に対する信頼度が薄らぐような事件も起きて
おります。その主な原因は、法令遵守（コンプライアン
ス）違反に対しての認識の浅さにあるように思われます。

　これは尚もって我々行政書士を取り囲む環境も同じ様
なものであり、古くて新しい問題でもあります。我々の業種
は数多く幅広いものでありますが、その反面掴みどころがな
く具体性が少ないような感じもあります。だからこそコンプラ
イアンスの認識の不徹底な業者・団体等から侵食される危
険性も含んでおります。今こそ行政書士の業域確保の重
要性を訴えて行かねばならない時代だと思っております。

　又、毎年秋の行事である行政書士制度広報月間で社会
に対して行政書士制度をより以上周知徹底して理解を賜り、
業域確保の為、会員の皆様のご協力を頂き、監察部とし
ても力を入れて行きたいと思っております。

　業域確保の為我々一人一人が、社会のニーズに応えるべく
努力をしていく事は当然でありますが、業域を侵されない様に、
横の連携を固め情報を収集して、より一歩前進していき、新し
い時代の行政書士になっていくよう皆様と共に励んでいきます
のでよろしくお願い致します。　（監察部長　小西　正博）

＊ ＊ ＊ 業 務 推 進 部　 ＊ ＊ ＊

　平成１９年度滋賀県行政書士会業務推進部長を仰せつか
りました大津支部の鈴木誉也でございます。２年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

　さて、業務推進部は、皆さんご承知のとおり現在６つ
の専門部会がおかれており、滋賀県行政書士会会則施行
規則では部の業務として

（１）専門部会の統轄に関すること
（２）各専門部会に属さない業務の調査、研究および研

修に関すること
（３）業務関係機関、団体等との折衝に関すること
（４）新入会員に対する業務指導に関すること

　となっております。今年度より知的財産に関する分野

が企画部より移管され、（２）の業務の主なものとなる
でしょう。（１）は年度を通じての業務であり、（４）は
主に基礎研修の実施になりますが、私個人的には、この
（４）をもう少し強化すべきだと考えています。又（３）
に関しても、今現在実施している協議会などもあります
が、さらに力を入れていきたいと思っています。

　いずれにせよ、会員の皆さんの為に行うものでござ
いますので、多くのご意見を頂戴したいと願うと共に、
より多くの研修にご参加くださいますよう、よろしく
お願い致しまして、ご挨拶にかえさせていただきます。

　（業務推進部長　鈴木　誉也）

＊ ＊ ＊ 法 　 務 　 部　 ＊ ＊ ＊

　前年度に引き続き法務部長をつとめることになりまし
た湖南支部の根来です。

　法務部では前年度の最後の部会において、本年度の活
動指針を次の通り定めております。

１．滋賀県行政書士会が法律問題に直面し、これについ
て理事会において検討を要する場合には、当該問題
につき調査及び資料収集をなし、あわせて必要に応
じ他の部及び部会と情報交換するなどしたうえで検
討を行い、理事会にその結果を報告します。

２．会員が直面する法律問題について適切な助言を行います。
３．会員が法律専門職能として、いっそう活躍できるよ

うになるための法務部の活動について検討を深めます。

　このような活動指針のもと、法務部において諸法規・
会則及び諸規定に関しての調査・研究及び資料収集を行
いたいと考えますので、会員の皆様のご理解・ご協力を
いただきますよう、よろしくお願いします。

（法務部長　根来　　章）

＊ ＊ ＊ 広 　 報 　 部　 ＊ ＊ ＊

　広報部長を仰せつかり歴代の広報部長並びに部員各位
が築かれてきた会報「行政書士しが」の発行を受け継ぎ
その責任の重さを痛感しております。

　広報部は対外的広報・啓発、情報提供を活動内容とし
て主に次の３つの事業を行います。

１．行政書士制度の普及啓発に関することとしては
　・行政書士制度広報月間に関係機関へポスターの配布
　・報道機関へ行政書士制度広報月間の広告の依頼
２．会報の編集および発行に関することでは
　・毎月１０日発行する会報の編集
３．広報活動に関すること

　特に会報発行についてはインターネットの普及で迅速
性には欠けますが毎月発行の伝統ある「行政書士しが」
を踏襲しつつ新しい紙面作りを心がけ皆様への情報提供
に努力を致します。 （広報部長　堀内美智子）


